
平成21年3月3日

中国電力株式会社

「燃料費調整制度の見直し」にともなう電気供給約款等の
変更届出について

 

  当社は，ご家庭など低圧で電気をご使用になる規制部門のお客さまの電気料金に適用する燃料費調整制度の見直しを，平成21年5月

分の電気料金（注1）から実施することとし，本日，経済産業大臣に対し，電気供給約款等の変更届出を行いました。

  燃料費調整制度は，火力発電に使用する燃料価格の変動を電気料金に反映させることを目的に，平成8年1月の料金改定で導入され

たものですが，昨今の燃料価格の大幅かつ急激な変動等の状況変化を踏まえ，国の総合資源エネルギー調査会電気事業分科会にお

いて審議された結果，燃料価格の変動をより速やかに電気料金に反映することなどを主な内容とした燃料費調整制度の見直しが取りま

とめられ，経済産業省令が改正されました。

  この改正省令の施行を踏まえ，当社は，平成21年5月分の電気料金から，燃料費調整制度の見直しを行うこととしたものです。

  なお，自由化部門のお客さまが，どの供給事業者とも契約が成立しない場合に適用する電気最終保障約款における燃料費調整制度

についても，変更届出を行いました。

  また，託送供給約款の負荷変動対応電力料金（注2）に適用する燃料費調整制度についても，経済産業大臣に対し，見直しの申請を行

いました。 

（注1）  平成21年4月の検針日から5月の検針日の前日までにご使用される電気に適用となる料金。5月分料金の燃料費調整単価につい

ては，平成21年2月の貿易統計実績が確定する平成21年3月下旬に公表予定。

（注2）  電力会社の送配電ネットワークを利用して自由化部門のお客さまに電気を供給する特定規模電気事業者等の発電不足が生じた

場合に，電力会社が補給する電気に適用となる料金。

 

【燃料費調整制度の見直し内容（規制部門）】

  燃料価格の変動をより速やかに料金に反映するとともに，料金の変動を平準化する観点から，平成21年5月分の料金より燃料費調整

単価の算定方法を見直すこととしました。

(1)  燃料価格の変動を電気料金に反映するまでの準備期間を1ヵ月短縮するとともに，四半期（3ヵ月）ごとに算定していた燃料費調整単

価を毎月算定します。



(3)  新しい燃料費調整制度への移行にともない，平成20年10月から平成21年1月の燃料価格の一部が料金に反映されなくなる ※ため，

未反映となる燃料価格の変動分に相当する調整単価を平成21年5月分から平成22年3月分料金（11ヵ月分）の燃料費調整単価に経過

措置として加算します。

○経過措置による加算単価（従量制供給のお客さまの場合）

平成21年5月分 平成21年6月～平成22年3月分

0.19円／kWh 0.18円／kWh

（注1）上記単価は消費税等相当額を含みます。

（注2）定額制供給のお客さまについても，上記に準じて経過措置による加算単価を適用します。

※  本来，各月の燃料価格は3ヶ月分の料金へ反映されるが，新しい燃料費調整制度への移行にともない，平成20年10月および11月

の燃料価格の2ヶ月分（3分の2），平成20年12月および平成21年1月の燃料価格の1ヶ月分（3分の1）が料金に未反映となる。

    なお，昨年10月に認可を受けた「燃料費調整における特別措置（平成21年1月分から平成22年3月分料金に適用）」による加算につ

いては，制度見直し後も継続いたします。

[燃料費調整制度における特別措置の概要]

（1）  平成21年1月分から3月分料金までの燃料費調整単価

  平成20年7月から9月の貿易統計実績にもとづき算定した燃料費調整単価の2分の1に相当する値といたします。

（2）  平成21年4月分から平成22年3月分料金までの燃料費調整単価

  貿易統計実績にもとづき算定した燃料費調整単価に，特別措置による加算単価を加えたものといたします。なお，特別措置

による加算単価は，（1）における燃料費調整単価の圧縮分の4分の1に相当する値といたします。

  ○特別措置による加算単価（従量制供給のお客さまの場合）

平成21年4～12月分 平成22年1～3月分

0.35円／kWh 0.36円／kWh

（注1）上記単価は消費税等相当額を含みます。

（注2）定額制供給のお客さまについても，上記に準じて特別措置による加算単価を適用します。

【参考】電気料金の計算方法

  毎月の電気料金は，その月のご使用電力量に燃料費調整単価を乗じて算出した燃料費調整額を減算または加算して計算します。

以上

(2)  燃料費調整を行わない平均燃料価格の範囲（基準燃料価格の±5％）を廃止します（ただし，平均燃料価格が基準燃料価格と同額と

なる場合は，見直し前の燃料費調整制度と同様に燃料費調整を行いません）。




